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世帯と人口（3月1日現在） 世帯 49,896 人口126,787人 男64,479人 女62,308人

　

全
国
的
に
少
子
高
齢
化
や
核
家
族
化
が
進
展
し
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
の
誰
も
が
、
住
み

慣
れ
た
地
域
で
元
気
に
自
立
し
た
生
活
を
送
る
た
め
に
は｢

自
助

・
共
助
・
公
助｣

を
基
本
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
や
制
度
の
適
正

運
営
を
、
市
民･

事
業
者･

各
種
団
体･

行
政
の
協
働
で
進
め
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
た
め
市
で
は
、
平
成
20
年
度
か
ら
29
年
度
を
計
画
期
間
と

す
る
「
海
老
名
市
第
四
次
総
合
計
画
」
を
策
定
し
、
将
来
都
市
像

を
「
快
適
に
暮
ら
す　

魅
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち　

海
老
名
」
と
定
め

て
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
う
ち
、
地
域
の
高
齢
者
の
保
健
福
祉
に
関
し
て
は｢

え
び

な
高
齢
者
プ
ラ
ン
21
」
を
策
定
し
、｢

健
康
で
自
立
し
た
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
づ
く
り｣

を
基
本
理
念
に
、
高
齢
者
支

援
事
業
の
充
実
と
介
護
保
険
制
度
の
円
滑
な
運
営
を
推
進
し
て
い

ま
す
。

　

今
年
４
月
か
ら
は
同
プ
ラ
ン
第
４
期（
21
〜
23
年
度
）が
ス
タ
ー

ト
。
基
本
理
念
の
下
、
３
つ
の
基
本
目
標
を
掲
げ
ま
し
た
。
な
お

今
回
は
、
地
域
で
支
え
合
う
こ
と
の
大
切
さ
を
再
認
識
す
る
必
要

性
か
ら
「
高
齢
者
地
域
ケ
ア
対
策
の
推
進
」
を
盛
り
込
み
、
重
点

的
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
（
左
表
）。

※

４
・
５
面
に
関
連
記
事
を
掲
載
し
て
い
ま
す

保険証の写しなども利用できます
給付申請に必要な本人確認書類定 額 給 付 金 担 当 か

ら

お 知 ら せ

　

問　

高
齢
介
護
課

　
　
　

  

（
☎
235
・
４
９
５
０
）

誰もが住み慣れた地域で生き生きと…市主催「水中
ウオーキング教室」に参加のみなさん（3月10日、
北部公園体育館屋内プールで）

え
び
な
高
齢
者
プ
ラ
ン
21
【
第
４
期
】
ス
タ
ー
ト

プランの概要〔基本目標〕 〔施策体系〕

健
康
で
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
づ
く
り

Ⅰ健康生活を送る
　ための事業推進

Ⅱ高齢者地域ケア
　対策の推進

Ⅲ介護保険制度の
　適正な運営
　《介護保険事業
　計画》

⑴健康維持・増進
⑵就業の場の確保などの支援
⑶生きがい活動への支援
⑷敬老意識の高揚

1.生きがいと健康づくり

⑴介護予防事業
⑵包括的支援事業
⑶任意事業

2.地域支援事業の推進

⑴地域における見守り体制の充
　実・連携強化
⑵在宅支援事業

1.地域ケア体制の整備

2.認知症高齢者支援の推進

⑴高齢者虐待防止の推進
⑵成年後見制度の活用

3.権利擁護の推進

⑴住みよいまちづくり
⑵安全・安心の対策

4.生活環境の整備

⑴要介護認定の平準化
⑵介護サービスの適正化
⑶低所得者対策

1.利用しやすい介護保険制度の実現

2.介護サービス基盤の整備

⑴介護保険料
⑵介護保険事業の費用推計

⑴老人福祉施設等の整備

3.財政基盤の整備
※詳細は、高齢介護課で閲覧できます
　（市ホームページにも掲載しています）

　市では現在、定額給付金事業について、受給対象の方に申請書
類等を簡易書留でお送りするなど、順次給付業務を進めています。
　定額給付金の給付を申請する際は、申請･受給者(通常は世帯主)の
本人確認用として、書類の写しの添付が必要です。この書類には、
運転免許証･パスポート･住民基本台帳カードのほか、次の書類も利
用できます。

　外国人の方は、世帯内の外国人すべての方の外国人登
録証明書の添付が必要です。郵送で申請する場合は、全
員分の証明書の写し(両面分)を同封してください。日本
人との混合世帯の方の場合も同様となります。国民健康保険被保険者証、後期高齢者医

療被保険者証、身体障がい者手帳、生活
保護受給票、船員保険被保険者証など

運転免許証･パスポート･住民基本台帳カードのほか

◇外国人登録証明書は各人分添付を

問　企画政策課
　　定額給付金担当（☎231・2001）


